
院
政
期
に
お
け
る
伊
勢
平
氏
庶
流

(補
遺
)

野

口

　

実

は
じ
め
に

院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

　
本
誌
前
号
に

「院
政
期
に
お
け
る
伊
勢
平
氏
庶
流
t

「平
家
」
論
の
前
提
作
業
1
」
(以
下
、
前
稿
)
を
発
表
し
た
。
そ

こ
で
は
系
図

(中

条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」

・
『尊
卑
分
豚
」V
と
記
録
所
見
と
の
照
合
を
行
い
、
平
氏
庶
流
の

一
般
的
な
官
歴
の
パ

タ
ー
ン
や
在
地

支
配
と
在
京
活
動
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
、
か
れ
ら
が
ま
さ
に
院
政
期
の

「京
武
者
」
と
し
て
の
役
割
を
担

っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
平

家

に
た
い
す
る
従
属
傾
向
は
大
き
い
も
の
の
、
直
接
院
や
摂
関
家
に
奉
仕
し
て
相
対
的
に
自
立
性
を
保

っ
た
存
在
も
多
く
、
こ
れ
ら
の

存
在
形
態
に
つ
い
て
の
考
察
が
さ
ら
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

　
と

こ
ろ
で
、
こ
の
前
稿
も
そ
の
願
尾
に
付
す
る
も
の
と
い
え
る
の
だ
が
、
こ
の
と
こ
ろ
伊
勢
平
氏

・
平
家
の
族
的
結
合
や
軍
事
貴

族

・
武
門
と
し
て
の
存
在
形
態
に
関
す
る
研
究
が
活
況
を
呈
し
は
じ
め
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
も

の
に
限

っ
て
も
、

a
高
橋
昌
明

「平
氏
家
人
と
源
平
合
戦
-
譜
代
相
伝
の
家
人
を
中
心
と
し
て
ー
」
(『軍
記
と
語
り
物
」
第
三
八
号
、
二
〇
〇
二
年
)、
b

栗
山
圭

子

「
二
人
の
国
母
」
(『文
学
』
第
三
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
二
年
)、

c
金
永

「平
時
子
論
」
(同
)、
d

大
橋
直
義

「中
世
の
系
図
と
歴
史
/

物
語
」
(同
)、

e
鈴
木
啓
子

「『平
家
物
語
』
と

〈家
〉
の
あ
り
方
」
(同
)、
f
井
原
今
朝
男

「中
世
善
光
寺
平
の
災
害
と
開
発
-
開
発
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勢
力
と
し
て
の
伊
勢
平
氏
と
越
後
平
氏
1
」
(『国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
九
六
集
、
二
〇
〇
二
年
)
、

g
田
中
大
喜

「平
頼
盛
小
考
」

(『学
習
院
史
学
』
第
四
一
号
、
二
〇
Ω
二
年
)、
h

同

「平
氏
の

一
門
編
制
と
惣
官
体
制
」
(『日
本
歴
史
』
第
六
六
一
号
、
二
〇
〇
三
年
)
、
i

川

合
康

「治
承

・
寿
永
の
内
乱
と
伊
勢

・
伊
賀
平
氏
1
平
氏
軍
制
の
特
徴
と
鎌
倉
幕
府
権
力
の
形
成
ー
」
(第
二
四
回
平
家
物
語
研
究
会
報
告
、
二
〇

〇
三
年
四
月
二
+
日
、
於
、
共
立
女
子
大
学
)、
・ー
菱
沼

一
憲

コ
兀
暦
元
年
伊
賀
伊
勢
平
氏
の
乱
と
平
信
兼
」
(『季
刊
ぐ
ん
し
ょ
』
再
刊
第
六
〇

号
、
二
〇
〇
三
年
)
な
ど
が
管
見
に
入

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
当
初
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
稿

の
考
察
を
前
提
と
し
て
、
保
元

・
平
治
の
乱
以
降
の
時
代
を
中
心
に
し
た
平
家
と
伊
勢
平
氏
庶
流

と

の
関
係
の
解
明
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
執
筆
に
は
、
右
の
成
果
の
吸
収

・
反
錫
の
必
要
か
ら
、
し
ば
ら
く
の
猶
予
を

得
る
必
要
が
生
じ
た
。

一
方
、
前
稿
で
は
伊
勢
平
氏
庶
流
の
検
出
に
記
録
の
み
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
典
籍

(編
纂
史
料
)
と

は

い
え
、
記
録
に
近
い
史
料
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
る

『本
朝
世
紀
』

・

『百
錬
抄
』
の
記
事
を
十
分
に
渉
猟
し
て
い
な
い
と
い
う
重

大
な
欠
陥
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
発
表
後
、
米
谷
豊
之
祐
氏
か
ら
、
V

〈け
〉
盛
国

(符
号
は
前
稿
の
も
の
、
以
下
も
同
じ
)

・
孤

〈う
〉
資

盛
に
つ
い
て
人
物
の
比
定
に
誤
り
の
あ
る
こ
と
や
他
の
史
料
所
見
に
つ
い
て
の
詳
細
な
御
教
示

(本
稿
の
当
該
項
目
で
述
べ
る
こ
と
の
ほ
と

ん
ど
が
、
こ
れ
に
基
づ
く
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
)、
元
木
泰
雄
氏
か
ら
は
、
H

〈す
〉
季
盛
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
遺
漏
の
あ
る
旨
の
御

教
示
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
前
稿
の
訂
正

・
補
足
を
行
い
、
そ
の
上
で
、
右
に
あ
げ
た

a
～
・ー
の
業
績
に
お
け
る

伊
勢
平
氏
庶
流
に
関
連
す
る
指
摘
や
米
谷
氏
ら
の
御
教
示
を
ふ
ま
え
て
伊
勢
平
氏
庶
流
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
若
干

の
考
察
を
加
え
、

も

っ
て
研
究
報
告
の
責
を
ふ
さ
ぎ
た
い
と
思
う
。
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一　

伊
勢
平
氏
庶
流
に
関
す
る
史
料
所
見
の
訂
正
と
補
足

↓

訂
正

院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

　

V

〈か
〉
貞
光
　
こ
の
項
で
、
『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
十
二
月
二
十
九
日
条
に

「帯
刀
左
京
進
成

(盛
)
光
男
」
の
平

定
光
が
木
工
允
に
任
じ
た
と
い
う
佐
々
木
紀

一
氏
の
指
摘
を
紹
介
し
た
が
、
出
典
に
よ
れ
ば
、
「

」
内
の

「帯
刀
」
と

「左
京
進
」

以
下
は
別
行
で
あ
り
、
帯
刀
は
定
光
の
前
任
官
職
を
示
す
。

　

V

〈け
〉
盛
国

系
図
に
季
衡
の
子
と
し
て
見
え
る
盛
国
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
角
田
文
衛
氏
が

『平
家
後
抄
ー
落
日
後
の
平
家
1
』

(朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
六
ニ
ペ
ー
ジ
)
に
お
い
て
、
そ
の
経
歴
を
丹
念
に
た
ど

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『吾
妻
鏡
』
文
治
二
年

(
=

八
六
)
年
七
月
二
十
五
日
条
の
盛
国
の
死
没
記
事
に
付
さ
れ
た
略
伝
中
の

「季
衡
七
男
」
と

「承
安
二
年

十
月
出
家
」
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「今
年
七
十
四
」
と
い
う
没
年
齢
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
、
と
す
れ
ば
、
か
れ
の

生
年
は
永
久
元
年

(
一
=

三
)
と
な
る
。
文
治
二
年
に
鎌
倉
御
家
人
岡
崎
義
実
の
も
と
で
断
食
に
よ

っ
て
こ
の
世
を
去

っ
た
平
盛
国

は
、
『吾
妻
鏡
』
の
割
注
に

「伊
勢
守
」
と
あ
る
の
が
不
審
だ
が
、
『延
慶
本
平
家
物
語
』
第

一
末
七

「多
田
蔵
人
行
綱
仲
言
ノ
事
」
に

見
え
る
、
「平
権
守
盛
遠
」
(系
譜
不
明
)
の
子
で
清
盛
郎
等
の
主
馬
判
官
盛
国

(①
)
の
こ
と
で
あ
ろ
う

(佐
々
木
紀

一
「桓
武
平
氏
正
盛
流

系
図
補
輯

(上
)」
『国
語
国
文
」
第
六
四
巻
十
二
号
、
一
九
九
五
年
、
参
照
V。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
、
ほ
か
に

「盛
国
」
を
名
乗
る
人
物
と
し
て
は
、
『尊
卑
分
詠
』
に

「従
五
位
上
左
馬
助
」

「母
上
野
介
源
頼

国
女
」
と
見
え
る
藤
原
盛
国

(国
史
大
系
本
第
二
篇
五
三
ペ
ー
ジ
、
②
)
と

『尊
卑
分
詠
』
に
平
盛
基

(1

〈ケ
〉)
の
子
と
し
て
見
え
る
盛

国

(③
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
は

『殿
暦
』
康
和
三
年
八
月
十
八
日
条
に
、
東
三
条
第
で
物
忌
中
の
右
大
臣
忠
実
に
侍
し
た
人
々
の
中
に
所
見
す

る

「盛
国
」
に

37



同
定
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
に
記
さ
れ
た
侍
の
中
に
は
、
忠
実
の
乳
母
子
源
基
俊

(『尊
卑
分
墜

国
史
大
系
本
第
三
篇
四
四
九
ペ
ー
ジ
)
、
摂
関

家

の
家
司

・
職
事
を
勤
め
た
源
盛
家

・
盛
経
兄
弟

(同
四
六
三

・
四
六
四
ペ
ー
ジ
。
ち
な
み
に
、
か
れ
ら
の
父
盛
長
も
家
司
)、
摂
関
家
の
家
司

で
時

に
五
十
歳
で
あ

っ
た
大
江
通
国

(同
第
四
篇
九
二
ペ
ー
ジ
。
の
ち
大
学
頭
)
、
こ
の
こ
ろ
忠
実
の
前
駈
や
供
人
を
し
ば

し
ば
勤
め
て
い

る
橘
説
兼

(の
ち
、
天
永
二
年

〈
=

=

〉
ー
永
久
二
年

〈
=

一
四
〉
の
間
、
検
非
違
使
尉
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
諸
書
に
見
え
る
が
、
こ
の
時
期
、

使
尉
の
多
く
が
白
河
院
の
私
兵
と
化
し
て
い
る
中
で
、
説
兼
は
摂
関
家
の
私
事
を
し
ば
し
ば
勤
仕
し
て
い
る
)
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
摂
関
家
と
緊

密
な
関
係
を
も
つ
者
達
の
中
に
見
出
せ
る
盛
国
も
、
や
は
り
摂
関
家
に
強
く
従
属
し
た
存
在
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

『尊
卑
分
豚
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
息
男
に
藤
原
忠
通
の
側
近
に
あ

っ
て
、
平
家
全
盛
期
に
は
清
盛
と
提
携
し
て
摂
関
家

の
地
位
保
全
に

奔
走
し
、
権
大
納
言
の
官
に
ま
で
到
達
し
た
邦
綱
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
前
稿
で
V

〈け
〉
盛
国
に

比
定

し
た

『中
右
記
』
長
承
元
年

(
=

三
二
)
五
月
二
十
日
条
の

「馬
助
盛
国
」
と
同
二
年
二
月
九
日
条
の
春
日
祭
使
供
奉
人
中
の

「盛
国
」
は
、
こ
の
藤
原
盛
国
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
③

の
平
盛
基

の
息
男
盛
国
は
、
中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
に
は
所
見
し
な
い
が
、
『尊
卑
分
豚
』
の
傍
注
に

「内
蔵
允
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
稿
で
V

〈け
〉
(季
衡
の
子
)
に
比
定
し
た
の
は
誤
り
で
、
こ
れ
に
当
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

『中
右
記
』

長
承
四
年

(
=

三
五
)
四
月

一
日
条
の
斎
院
司
除
目
で
伊
勢
守
に
補
さ
れ
た
平
盛
国
も
、
内
蔵
允
補
任
が
保
安
二
年

(
一
二
一
二
)
で

あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
み
と
め
ら
れ
る
。

　
な
お
、
前
稿
で
あ
げ
た

『中
右
記
』
長
治
元
年

(
=

〇
四
)
三
月
二
十
日
条
の

「左
衛
門
尉
平
盛
国
」
は
、
同
書

天
仁
元
年

(
=

〇
八
)
十
月
二
十
日
条
に
も
見
え
、
天
永
二
年

(
一
=

一
)
正
月
六
日
条
に
は
検
非
違
使
盛
時
が
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

記
述
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
同

一
人
物
と
考
え
て
良

い
。
こ
の
盛
国
は
時
間
的
に
見
て
①
と
別
人
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
む
し

ろ
①
に
つ
い
て

『吾
妻
鏡
』
が
誤

っ
た

「季
衡
七
男
」
と
考
え
る
と
整
合
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
人
物

(④
)
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院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

こ
そ
本
項
目
の
該
当
者
と
な
る
。

　

孤

〈う
〉
資
盛
　
前
稿
で
は
白
河
院
の
近
習
と
し
て
あ
げ
た

「安
芸
守
資
盛
」
は
平
氏
で
は
な
く
、
南
家
藤
原
氏
の
人
物
で
あ

っ
た

(『尊
卑
分
豚
』
国
史
大
系
本
第
二
篇
四
五
八
ペ
ー
ジ
、
『二
中
歴
」
第
+
)。
し
た
が

っ
て
、
大
学
允
資
盛
以
外
の
記
述
は
削
除
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゴ

補
足

　

1

〈か
〉
宗
盛
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
二
月
三
十
日
条
に
、
従
五
位
下
で
検
非
違
使
の
宗
盛
が
下
総
守
に
任
じ

た

こ
と
が
見
え
る
。

　

1

〈き
〉
盛
信
　
　
『本
朝
世
紀
』
久
安
四
年

(
=

四
八
)
正
月
二
十
八
日
条
の
除
目
入
眼
の
記
事
中
に
、
平
盛
宣
が

「
瞳
子
内
親

王
去
年
給
剰
欠
」
に
よ

っ
て
右
馬
少
允
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

1

〈け
〉
盛
基
　

　『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年

(
二

〇
三
)
正
月
六
日
条
に
、
検
非
違
使
平
盛
基
が
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
た
こ
と
、

同
年

二
月
三
十
日
条
に
相
模
権
介
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

1

〈こ
〉
盛
時
　

　『本
朝
世
紀
』
久
安
三
年

(
=

四
七
V
七
月
二
十
四
日
条
に
、
院
に
よ
る
武
士
御
覧
の
記
事
が
あ
り
、
平
氏
で

は
佐
渡
守
盛
兼
と
と
も
に
盛
時
の
名
が
見
え
る
。
.

　

∬

〈き
〉
定
房
　
　
『本
朝
世
紀
』
仁
平
三
年

(
=

五
三
)
四
月
六
日
条
に
、
賀
茂
斎
王
御
縷
の
次
第
使
と
し
て

「左
馬
助
平
朝
臣

定
房
」
が
見
え
る
。

　

豆

〈す
〉
季
盛
　
保
延
三
年

(
=

三
七
〉
十

一
月
、
伊
勢
神
宮
の
正

・
権
禰
宜
ら
数
十
人
の
神
民
が
群
参
上
洛
し
て
、
三
十
三
ヵ

条

に
わ
た

っ
て
平
季
盛
を
訴
え
、
そ
の
結
果
、
季
盛
が
佐
渡
に
配
流
さ
れ
た
こ
と
が

『平
安
遺
文
』
四
七
〇
八

・
四
七
〇
九
号
文
書
な
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ど

に
見

え

る

こ
と

は

、
す

で
に

高
橋

昌

明

氏

の
紹

介
す

る

と

こ
ろ

で
あ

る

(
『清
盛
以
前
i
j

伊
勢
平
氏
の
興
隆
1

」
平
凡
社
、

一
九
八
四
年
、

五
五
ペ
ー
ジ
)。
『百
錬
抄
』
同
年
十

一
月
十
五
日
条
に
は
神
人
が
参
陣
し
て
季
盛
の
罪
科
を
訴
え
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
佐
渡
へ
の
配
流

を
定
申
し
た
こ
と
が
見
え
、
ま
た
、
『本
朝
世
紀
』
康
治
二
年

(
一
一
四
三
)
閏
二
月
三
日
条
に
は
、
去
る
保
延
三
年
十

二
月
十
三
日
に

大
神
宮
の
訴
え
に
よ

っ
て
配
流
さ
れ
た

「前
主
殿
助
平
季
盛
」
の
召
還
決
定
の
記
事
が
見
え
る
。
季
盛
が
在
京
し
て
京
官
を
帯
す
る
と

と
も
に
、
本
拠
た
る
伊
勢
の
所
領
の
経
営
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
所
見
と
い
え
よ
う
。

　
皿

〈せ
〉
範
仲
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
治
元
年

(
二

四
二
)
正
月
二
十
三
日
の
除
目
入
眼
の
記
事
に
、
平
範
仲
が
大

炊
助
に
任
じ
ら

れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

皿

〈と
〉
信
泰
　
　
『本
朝
世
紀
』
久
安
三
年

(
一
一
四
七
)
十
二
月
二
十

一
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
の
除
目
で
皇
太
后
宮
御
給
に

よ

っ
て
平
信
康
が
少
監
物
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

皿

〈お
〉
宗
清
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
和
元
年

(
一
〇
九
九
)
十
二
月
十
四
日
条
に
、
こ
の
日
の
除
目
で
左
馬
允
か
ら
左
衛
門
少
尉
に

任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
平
宗
清
は
、
『殿
暦
』
天
永
二
年

(
一
=

一
)
二
月
七
日
条
に
見
え
る
検
非
違
使
宗
清
と
同

一
人
物
で
あ

ろ
う
。

　

V

〈う
〉
貞
兼
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年

(
二

〇
三
)
十
二
月
二
十
九
日
条
に
、
「左
衛
門
尉
兼
季
男
、
院
所
衆
」
の
平
貞
兼
が

帯
刀
平
定
光
ら
と
と
も
に
春
宮
御
所
辺
で
犯
人
を
逮
捕
し
た
賞
に
よ
り
右

(左
)
兵
衛
尉
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
W

〈え
〉
盛
兼
　
右
の
ー

〈こ
〉
で
見
た
よ
う
に
、
『本
朝
世
紀
』
久
安
三
年

(
=

四
七
)
七
月
二
十
四
日
条
に
所
見
す
る
。
ま
た
、

同
書
か
ら
久
安
五
年
十
二
月
三
十
日
の
小
除
目
で
和
泉
守
に
任
じ
た
こ
と
、
仁
平
元
年

(
=

五
一
)
十
二
月
二
十
九
日
の
小
除
目
で

同
官
に
重
任
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

V

〈お
〉
信
兼
　
　
『本
朝
世
紀
』
久
安
三
年

(
=

四
七
)
十
二
月
二
十

一
日
条
の
除
目
記
事
の
中
に
、
統
子
内
親
王
の
保
延
四
年
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院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

の
未
給
に
よ
る
御
給
で
右
兵
衛
権
少
尉
に
任
じ
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

V

〈
い
〉
季
遠
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年

(
=

〇
三
)
正
月
六
日
条
の
除
目
入
眼
の
記
事
に
よ

っ
て
、
か
れ
が
武
者
所
か
ら
左

馬
少
允
に
補
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

V

〈こ
〉
盛
康
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
和
五
年

(
一
一
四
二
)
四
月
十

一
日
条
に
、
「造
七
宝
御
塔
行
事
所
献
者
」
と
し
て
刑
部
丞
平
盛

康
が
所
見
す
る
。
『中
右
記
』
同
八
日
条
を
参
看
す
る
に
、
こ
の
記
事
は
本
来
、
八
日
条
に
入
る
べ
き
も
の
で
、
か
れ
は
成
功
に
よ

っ

て
刑
部
丞
の
官
を
得
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で

『本
朝
世
紀
』
同
十
七
日
条
に
は
、
か
れ
に
御
襖
の
前
駈
を
勤
仕
さ
せ
る
た
め
、
平
為
宣

を
解
却
し
た
替
わ
り
に
右
兵
衛
尉
に
補
し
た
と
見
え
る
。
異
例
な
形
で
の
転
任
で
あ
る
。

　

V

〈き
〉
光
正
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
治
元
年

(
=

四
二
)
十
二
月
二
十

一
日
条
に
、
皇
后
宮

(藤
原
得
子
)
の
御
給

に
よ

っ
て
木
工

助

に
任
じ
た
こ
と
が
見
え
る
。
父
の
定
光
も
木
工
允
に
補
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り

(『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」
に
も

「木
工
大
夫
」
と

あ
る
〉
、
木
工
寮
の
官
を
世
襲
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

W

〈す
〉
正
弘
　
　『本
朝
世
紀
』
久
安
三
年

(
=

四
七
)
六
月
二
十
八
日
条
に
、
叡
山
衆
徒
ら
の
強
訴
を
防
ぐ
た

め
に

「散
位
平

正
弘
」
ら
が
法
皇

(鳥
羽
)
の
仰
せ
に
よ

っ
て
軍
兵
を
発
向
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
同
年
七
月
二
十

一
日
条
に
よ
る
と
、
正
弘

は
法
皇
が
武
士
を

「御
覧
」
に
な

っ
た
際
、
甲
冑
を
身
に
ま
と

っ
た

「子
姪
之
輩
十
三
人
」
を
率
い
て
こ
れ
に
臨
ん
で
い
る
。

　

W

〈せ
〉
家
弘
　
　
『百
錬
抄
』
保
延
六
年

(
=

四
〇
)
正
月
九
日
条
に
、
か
れ
が
県
召
除
目
以
前
に
左
兵
衛
尉
か
ら
左
衛
門
尉
に

抽
任
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
『本
朝
世
紀
』
康
治
元
年

(
=

四
二
)
六
月
十
八
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
行
わ
れ
た
宮
城
使
防
鴨
河

使
除
目
で
、
検
非
違
使
右
衛
門
尉
の

「正
六
位
上
平
朝
臣
家
弘
」
は
、
防
鴨
河
使
判
官
に
補
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
久
安
三
年

(
=

四
七
〉
六
月
二
十
八
日
、
叡
山
衆
徒
ら
の
強
訴
に
さ
い
し
、
か
れ
は
検
非
違
使
の

一
員
と
し
て
、
父
正
弘
と
は
別
に

「切
堤
辺
」
に
配

置

さ
れ
て
い
る
。
『百
錬
抄
』
久
安
六
年

(
=

五
〇
)
八
月
五
日
条
に
よ
る
と
、
興
福
寺
衆
徒
ら
の
上
洛
に
備
え
て
、
左
衛
門
尉
源
頼
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方

(頼
賢
)
が
鳥
羽
院
御
所
、
検
非
違
使
源
光
保
が
内
裏
、
そ
し
て
検
非
違
使
家
弘
が
崇
徳
院
の
御
所
の
守
護
に
当
た

っ
た
こ
と
が
見

え
る
。

　

堀

〈つ
〉
盛
弘
　
　
『本
朝
世
紀
』
久
安
四
年

(
一
一
四
八
)
正
月
二
十
八
日
条
に
、
こ
の
日
の
除
目
で
盛
弘
が
兄
の
功
に
よ

っ
て
左

兵
衛
尉
か
ら
右
衛
門
少
尉
に
昇
任
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
X

〈
い
〉
貞
清
　

『本
朝
世
紀
』
康
治
二
年

(
=

四
二
)
九
月
十
七
日
条
に
、
左
兵
衛
尉
平
貞
清
が
復
任
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

　

X

〈え
〉
維
綱
　
天
養
二
年

(
=

四
五
)
七
月
九
日

「鳥
羽
院
庁
下
文
」
(『平
安
遺
文
』
二
五
五
八
号
)
に
、
か
れ
が
信
濃
国
小
川
庄

に
押
妨
を
加
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
見
え
、
こ
れ
は
在
地
勢
力
間
の
紛
争
に
乗
じ
た
も
の
で
あ
る
点
で
、
同
時
期
の
源
義
朝
に
よ
る
下

総
国
相
馬
御
厨

・
相
模
国
大
庭
御
厨

へ
の
介
入
と
共
通
し
た
側
面
が
う
か
が
え
る

(拙
著

『坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』
弘
生
書
林
、

一
九

八
二
年
、
参
照
〉。

　

K

〈き
〉
貞
仲
　
　
『本
朝
世
紀
』
康
治
元
年

(
一
一
四
二
)
十

一
月
九
日
条
に
、
大
嘗
会

の
国
司
除
目
で
丹
波
少
橡

に
任
じ
ら
れ
た

平
貞
仲
が
見
え
、
同
十
四
日
条
に
よ
る
と
、
大
嘗
会
叙
位

で
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
の
貞

仲
に
は

「陽
明
門
院
侍
長
」
と
あ
り
、
世
代
的
に
見
て
も
こ
の
貞
仲
と
同
定
で
き
な
い
。
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二
　
正
弘

一
門
の
評
価

　
冒
頭
に
掲
げ
た
近
年
の
平
氏
関
係
の
諸
業
績
の
内
、
院
政
期
に
お
け
る
平
氏
庶
流
に
つ
い
て
も
っ
と
も
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試

み

て
い
る
の
は
、
井
原
今
朝
男
氏
の
論
文

(f
)
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
と
り
わ
け
注

(76
)
に
示
さ
れ

た
中
条
家
文
書

『桓
武
平
氏
諸
流
系
図
』
に
た
い
す
る
原
本
調
査
の
成
果
、
す
な
わ
ち
、

一
紙
か
ら
二
十
四
紙
に
い
た
る
鎌
倉
時
代
末



院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

期
ま
で
の
部
分
が
、
「書
誌
学
的
検
討
か
ら
も
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
作
成

・
編
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
『尊
卑
分
豚
』
よ

り
も
古
く
」
と
さ
れ
た
点
は
、
原
本
未
見
の
ま
ま
、
史
料
価
値
の
高
さ
を
唱
え
て
い
た
私
に
は
大
い
な
る
福
音
で
あ

っ
た

(拙
著

『中

世
東
国
武
士
団
の
研
究
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
、
参
照
)。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
井
原
氏
は
本
論
文
の
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
理
学
の
上
で
長
野
盆
地
と
呼
ば
れ
る
善
光
寺
平
の
う

ち
、
盆
地
の
南
西
部
の
川
中
島
平

一
帯
に
は
、
中
世
前
期
、
伊
勢
神
宮
領
の
御
厨
が
多
く
展
開
し
た
が
、
そ
の
開
発
主
体
が
伊
勢
平
氏

の
平
正
弘

(W

〈す
〉
・
珊

〈う
〉)
の
関
係
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
と
く
に
正
弘
の
北
信
濃
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
領
支

配
が
、
平
忠
盛
の
家
人
平
維
綱

(朕

くえ
〉)
の
進
出
を
継
承

・
利
用

・
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
保
元
の
乱
に
お
け

る
忠
盛
系

(平
家
)
と
正
弘

一
族
の
去
就
の
背
景
を
想
定
さ
せ
る
も
の
が
あ

っ
て
興
味
深
い
。

　
井
原
氏
は
ま
た
、
信
濃
に
お
け
る
正
弘
の
公
領
所
領
化
の
背
景
に

一
門
の
信
濃
守
就
任
の
事
実
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
現
任
な

い
し

は
旧
任
受
領
に
よ
る
支
援
は
河
内
源
氏
の
坂
東
進
出
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

(拙
稿

「豪
族
的
武
士
団
の
成
立
」
元
木
泰
雄
編

『日
本
の
時

代
史
7

院
政
の
成
立
と
内
乱
」
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
)
、
「京
武
者
」
の
地
方
進
出
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

　
貴
族
社
会
に
お
け
る
平
正
弘

一
門
の
身
分
的
評
価
に
つ
い
て
、
井
原
氏
は
そ
の
所
領
の
あ
り
方
か
ら
諸
大
夫
層
と
す

る

一
方
、
同
様

に
信
濃
に
所
領
を
有
し
、
保
元
の
乱
で
崇
徳
方
に
立

っ
た
平
忠
正

(忠
貞
)
を
侍
身
分
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
た
し
か
に
、
正
弘
が
久
安

三
年

(
=

四
七
)
七
月
二
十

一
日
の

「武
士
御
覧
」
に
さ
い
し
、
源
重
成
が
そ
の
郎
従
に

一
族
の
風
と
し
て

「保
呂
」
を
纏
わ
せ
て

見
る
者
の
眼
を
驚
か
せ
た
の
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に

(重
成
の
か
か
る
行
動
の
政
治
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
瑠
美

「院
政
期
に
お
け
る

武
士
の
存
在
形
態
-
清
和
源
氏
重
宗
流
を
題
材
に
ー
」
〈『古
代
文
化
』
掲
載
予
定
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
)
、
甲
冑
を
着
け
た
十
三
人
も
の

一
族
の
武

士
を
率
い
て
法
皇
の
閲
兵
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
や
、
久
安
六
年
八
月
五
日
、
家
弘
が
、
鳥
羽
院
御
所
の
源
頼
賢
、
内
裏

の
源
光
保
と
な

ら
ん
で
、
崇
徳
院
御
所
の
守
護
を
担
当
し
て
い
る
事
実
は
、
そ
の
軍
事
貴
族
と
し
て
の
ス
テ
イ
タ
ス
の
高
さ
を
示
す
も

の
と
い
え
よ
う
。
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ち
な
み
に
、
源
重
成
は
美
濃

・
尾
張
な
ど
に
基
盤
を
有
す
る
清
和
源
氏
重
宗
流
の
在
京
活
動
を
担
う
存
在
で
あ
り

(伊
藤
瑠
美

「院
政
期

に
お
け
る
武
士
の
存
在
形
態
」)、
ま
た
源
頼
賢
は
源
為
義
の
都
に
置
け
る
政
治
的
後
継
者
の
立
場
に
あ
り

(上
横
手
雅
敬

「院
政
期
の
源
氏
」
、

御
家
人
制
研
究
会
編

『御
家
人
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

一年
)、
源
光
保
は
鳥
羽
院
北
面
に
砥
候
し
た
頼
光
流
美
濃
源
氏
で
、
の
ち

に
院
昇
殿
を
ゆ
る
さ
れ
、
位
階
は
正
四
位
下
に
到
る
よ
う
な
高

い
身
分
的
位
置
を
し
め
て
お
り

(元
木
泰
雄

「摂
津
源
氏

一
門
」
『史
林
』

六
七
巻
六
号
、
一
九
八
四
年
)、
い
ず
れ
も
、
平
家
に
は
及
ば
な
い
ま
で
も
、
「京
武
者
」
の
代
表
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
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三
　
平
盛
国
の
系
譜

　

一
一
に
述

べ
た
よ
う
に
、
系
図
上
の
V

〈け
〉
盛
国
は
、
清
盛
の
郎
等

「主
馬
判
官
盛
国
」
と
は
別
人
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
子

　
　
　

息

の
越
中
前
司
盛
俊
と
と
も
に
平
家
政
権
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
そ
の
邸
で
清
盛
が
死
を
迎
え
る
ほ
ど
親
密
な
関
係
に
あ

っ
た

盛
国
の
系
譜
は
如
何
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
佐
々
木
紀

一
氏
が
回
答
を
提
出
し
て
お
ら
れ
る

(「桓
武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯

(上
)」
『国
語
国
文
』

第
六
四
巻
第
一
二
号
、
一
九
九
五
年
)。
す
な
わ
ち
、
『延
慶
本
平
家
物
語
』
第

一
末
七

「多
田
蔵
人
行
綱
仲
言

ノ
事
」
に

「平
権
守
盛
遠
ガ

子
主
馬
判
官
盛
国
」
と
見
え
る
こ
と
に
検
討
の
価
値
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
盛
遠
の
名
は
、
最
近
活
字
化
さ
れ
た
妙

本
寺
本

「平
家
系
図
」
(『千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

中
世
3
」
千
葉
県
、
二
〇
〇
一
年
、
収
録
)
に
季
衡

(V

〈あ
〉)
の
子
と
し
て
見
え
る
が
、

世
代
的
に
も
不
整
合
な
上
、
そ
の
子
に
盛
国
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
定
で
き
な
い
。
佐
々
木
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

「平
権

守
盛
遠
」
の
系
譜
は
未
詳
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
史
料
所
見
を
博
捜
し
、
そ
の
経
歴

・
事
績
か
ら
平
家
家
政
機
構

に
お
け
る
盛
国
台

頭

の
背
景
を
探
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。



院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

　
管
見
の
範
囲
で
平
盛
遠
の
所
見
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

i
　

『本
朝
世
紀
』
康
治
二
年

(
=

四
二
)
十
二
月
十
五
日
条
　
　
除
目
に
お
い
て

「源
貞
景
不
仕
替
」
と
し
て
内
舎
人
に
任
じ

　
　
ら
れ
る
。

　

鱒11
　

『兵
範
記
』

・

『山
塊
記
』
久
寿
二
年

(
=

五
五
)
十

一
月
十
日
条
　
　
丹
波
少
操
に
任
じ
ら
れ
る
。

　

逝
　
　
『兵
範
記
』

・

『山
椀
記
』
久
寿
二
年
十

一
月
二
十
二
日
条
　
　
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
る
。

　

こ
れ
だ
け
で
は
、
世
代
的
に
盛
国
の
父
に
比
定
し
う
る
平
盛
遠
な
る
武
士
の
実
在
は
明
ら
か
に
な

っ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
追
及
は
困

難

で
、
し
か
も
、
か
れ
は
衛
府
尉
の
よ
う
な
武
士
と
し
て
の
要
職
に
就
く
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
i

の
除
目
の

さ

い
、
盛
遠
と
並
ん
で
内
舎
人
に
任
じ
ら
れ
た
平
忠
遠
の
そ
の
後
の
官
歴
は
左
兵
衛
尉
↓
左
衛
門
少
尉

(『本
朝
世
紀
』
久
安
四
年
正
月
二

+
八
日
条
)
と
華
々
し
い
。
忠
遠
と
同
様
に
内
舎
人
か
ら
官
歴
の
ス
タ
ー
ト
を
切

っ
た
と
思
わ
れ
る
盛
遠
も
同
様
の

ス
テ
イ
タ
ス
に
あ

っ
た
も
の
と
見
た
い
。
な
お
、
当
時
、
同
系
の
人
の
実
名
の

一
字
に
は
通
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

一
般
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

「遠
」
の
字
を
共
有
す
る
こ
の
両
者
は
近
親
者
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
前
稿
に
掲
げ
た
系
図
に
お
い
て
名
に
遠
の
字
の
つ
く
の
は
V

〈い
〉
の
季
遠
と
皿

〈け
〉
遠
衡
し
か
見
あ
た
ら
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
記
録
類
か
ら
は
、
佐
遠

(本
院
北
面
・
大
夫
尉
、
『中
右
記
』
大
治

四
年
閏
七
月
二
十
五
日
条
ほ
か
)

・
遠
房

(右
兵
衛
尉
、
『長
秋
記
』
保
延
元
年
二
月
二
十
七
日
条
ほ
か
)

・
遠
忠

(木
工
少
允
、
『中
右
記
』
保
延
三
年

正
旦

二
十
日
条
V

・
通
遠

(河
内
権
守
、
『本
朝
世
紀
』
久
安
二
年
四
月
十

一
日
条
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
平
姓
の
武
士
で
名
に

「遠
」
の
字
の

つ
く
者
が
か
な
り
検
出
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
初
に
挙
げ
た
佐
遠
で
、
白
河
院
の
北
面
と
し
て
院
の
側
近
に
あ

っ
た
ら
し
く
、
院
の
臨
終

の
病
床
に
も
砥
候
し
て
い
る

(『長
秋
記
』
大
治
四
年
七
月
七
日
条
)。
か
れ
は

『長
秋
記
』
保
延
元
年

(
=

三
五
)
五
月
十
二
日
条
な
ど

に
は
検
非
違
使
と
見
え
、
大
夫
尉
に
検
非
違
使
宣
旨
を
蒙
る
と
い
う
、
都
の
武
士
と
し
て
最
高
の
栄
誉
を
担
う
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
が
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知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
子
息
の
忠
遠

(明
ら
か
に
前
出
の
忠
遠
と
は
別
人
)
は
大
治
四
年

(
=

二
九
)
九
月

二
十

一
日
、
父

の
犯
人
追
捕
の
賞
を
譲
ら
れ
て
右

(左
)
兵
衛
権
少
尉
に
任
じ
ら
れ
て
い
る

(『中
右
記
』

・
『長
秋
記
』
同
日
条
、
『中
右
記
』
同
年
+
月
九
日

条
)
。

　
主
馬
判
官
盛
国
の
父
、
盛
遠
の
系
譜
は
明
ら
か
で
き
な
い
が
、
佐
遠
-
忠
遠
の
ご
と
く

「遠
」
を
通
字
と
す
る
平
氏

の

一
流
が
あ
り
、

白
河
院
政
期
に
お
け
る

「京
武
者
」
の
中
で
は
相
対
的
に
か
な
り
高
い
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
盛
遠
i
盛

国
と
佐
遠
-
忠
遠

の
系
統
に
繋
が
り
が
あ
れ
ば
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
か
れ
ら
の
系
譜
は
鎌
倉
時
代
に
は

人
々
の
記
憶
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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む
す
び
に
か
え
て
ー
展
望
と
課
題
1

　
本
稿
冒
頭
に
挙
げ
た
平
家
に
関
す
る
最
近
の
研
究
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
治
承

・
寿
永
内
乱
期
の
平
家

一
門

・
伊
勢
平
氏
諸

流
が
決
し
て

一
枚
岩
な
ど
で
は
な
く

(
a
・
e
・
&
、
伊
賀

・
伊
勢
に
勢
力
を
有
し
て
い
た
小
松
殿
家
人
の
多
く
は
源
義
経
軍
の
上
洛

に
協
力
す
ら
し
て
い
る
こ
と

(i
)、
都
落
ち
後
の
平
家
を
率
い
た
の
は
清
盛
後
家
た
る
時
子
に
ほ
か
な
ら
ず

(
c
)
、
そ
の
も
と
で

一

門
の
統
制
に
取
り
組
ん
だ
宗
盛
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
無
能

・
無
力
の
評
価
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と

(h
)
、
か
れ
の
妹
の
建
礼

門
院

徳
子
も
ま
た
国
母
と
し
て
政
治
的
判
断
の
主
体
で
あ

っ
た
こ
と

(b
)
、
な
ど
を

一
次
史
料
を
も
と
に
具
体
的
に
検
証
し
た
点
に

あ
る
。
ち
な
み
に
、
『平
家
物
語
』
で
は
平
家
嫡
流
の
ご
と
く
扱
わ
れ
て
い
る
小
松
家
の
面
々
が
寿
永
二
年

(
=

八
三
)
七
月
の

「都

落
ち
」
以
後
、
続
々
と
平
家
軍
か
ら
離
脱
し
て
い
っ
た
事
実
は
、
す
で
に
上
横
手
雅
敬
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た

(「小
松
殿
の

公
達
に
つ
い
て
」、
安
藤
精
一
先
生
退
官
記
念
会
編

『和
歌
山
地
方
史
の
研
究
』
同
会
、
一
九
八
七
年
)。



院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

　

上
横
手
氏
の
所
説
に
よ

っ
て
小
松
家
の
公
達

・
郎
等
の

一
門
離
脱
の
時
期
を
述
べ
る
と
、
ま
ず
、
当
時
小
松
家
の
中
心
に
あ

っ
た
資

盛
と
そ
の
腹
心
貞
能
は
寿
永
二
年
十
月
、
平
家
が
九
州
を
追
わ
れ
て
屋
島
に
向
か

っ
た
段
階
、
本
来
の
小
松
家
嫡
子
た
る
維
盛
と
そ
の

弟

の
忠
房
は
翌
元
暦
元
年
の

一
ノ
谷
合
戦
の
前
後
の
こ
ろ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
高
橋
昌
明
氏
は
資
盛
に
お
け
る
貞
能
と
同
様
、
維

盛
を
後
見
し
た
の
は
有
力
家
人
た
る
伊
藤
忠
清
で
あ

っ
た
と
指
摘
さ
れ
る

(
a
)。
こ
の
忠
清
も
都
落
ち
の
さ
い
、
出
家
し
て

一
門
に

同
道
し
て
い
な
か

っ
た

(拙
稿

「法
住
寺
殿
と
小
松
家
の
武
将
た
ち
」
本
誌
第

一
五
号
、
二
〇
〇
二
年
)。

　

と
こ
ろ
で
、
清
盛
は
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
五
月
、
太
政
大
臣
を
辞
任
す
る
に
さ
い
し
、
嫡
男
の
重
盛
に
か
れ
が
平
治
の
乱
以
降

実
質
的
に
有
し
て
い
た
諸
国
の
軍
事

・
警
察
権
を
継
承
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
清
盛
辞
任
の
直
前
、
重
盛

に
は
東
山

・
東

海

・
山
陽

・
南
海
四
道
の
賊
徒
追
討
権
を
付
与
す
る
宣
旨
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る

(元
木
泰
雄

『平
清
盛
の
闘
い
」
角
川
書
店
、
二
〇
〇

一年
、

八
二
～
八
三
ペ
ー
ジ
)。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
時
点
か
ら
平
家
軍
制
の
頂
点
に
は
重
盛
が
立

っ
て
い
た
。
し
か
も
、
父
家
貞
以
来
、
鎮
西

に
お
け
る
追
討
行
動
、
す
な
わ
ち
軍
事
的
支
配
を
担
当
し
た
貞
能
、
重
盛
死
後
の
段
階
で
は
あ
る
が
坂
東
八
力
国
の
侍
奉
行
あ
る
い
は

侍
別
当
に
任
じ
た
と
さ
れ
る
藤
原

(伊
藤
)
忠
清
は

(飯
田
久
雄

「平
氏
と
九
州
」
竹
内
理
三
博
士
還
暦
記
念
会
編

『荘
園
制
と
武
家
社
会
」
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
九
年

・
拙
著

『坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』)
、
と
も
に
重
盛
の
小
松
家
に
砥
候
し
、
そ
れ
ぞ
れ
重
盛

の
子
の
維
盛

・
資
盛
の

乳
母
夫
と
い
う
親
密
な
関
係
に
あ

っ
た

(
a
・
佐
々
木
紀

一
「小
松
殿
の
公
達
の
最
期
」
『国
語
国
文
』
七
七
巻

一
号
、

一
九
九
八
年
)。
し
た
が

っ
て
、
下
野
の
藤
姓
足
利
氏

(俊
綱
)

・
伊
豆
の
工
藤
氏

(祐
経
)
や
豊
後
の
緒
方
氏

(維
能
)
な
ど
の
よ
う
に
東
国

・
鎮
西
の
在
地
武

士
に
は
重
盛
の
家
人
と
な
る
者
も
多
か

っ
た
の
で
あ
る

(西
村
隆

「平
氏
家
人
表
ー
平
氏
家
人
研
究
へ
の
基
礎
作
業
1
」
『日
本
史
論
叢
』
第
一
〇

輯
、

一
九
八
三
年
、
参
照
)
。
重
盛
の
死
後
、
平
家
の
軍
事
権
力
は
再
び
清
盛
の
手
に
戻
さ
れ
た
。
し
か
し
、
養
和
元
年

(
=

八
一
)
閏

二
月
に
清
盛
が
死
ぬ
と
、
地
方
に
お
け
る
旧
重
盛
家
人
の
平
家
か
ら
の
離
反
状
況
は
決
定
的
な
も
の
と
な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一

門
と
と
も
に
九
州
に
落
ち
た
小
松
家
の
嫡
子
資
盛
と
そ
の
乳
母
父
で
平
家
軍
制
に
お
い
て
鎮
西
を
担
当
し
た
貞
能
が
、
重
盛
の
家
人
で
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平重盛は治承3年7月 没
平家政権の坂東支配機構図

は平家知行国

 

国
名(治承3年11月 以降)

は国衙関係者

 

氏

小
松
内
大
臣

(重
盛
)

(足
利
庄
本
家
重
盛
)

維
盛

宗
盛
に
仕
う

藤
原
親
政
は
清
盛

の
姉
妹
の
夫

・

資
盛
の
外
伯
父

維
盛
は
上
総
知
行
国
主
?

忠
清
は
維
盛
の

乳
母
夫

平
清
盛

宗
盛

知

盛

・

資
盛

宗
実

知
章

坂
東
八
ヶ
国
侍
別
当

上
総
介藤

原

忠

清

宗
ぎ
馴

知
闇
国
守

知
盛
知
行
国

(後
佐
竹
鉤

知
盛
家
人

斎
藤
五

・
六
は
維
盛
家
人

所
領
大
河
土
御
厨
は
平
家
領

下
野

上
野

安
房

下
総

相
模

上
総

常
陸

(宇
都
宮
氏
)

-藤
姓
足
利
氏

新
田
氏

長
狭
氏

藤
原
氏
・

目

代

坂
東
後
見

大
庭
氏

目

代

国
守

佐
竹
氏

常
陸
平
馬

大
橡

国
棟
梁

武
蔵

原
氏
・金
原
氏

栗
飯
原
氏

毛
利
氏

・原
宗
氏

海
老
名
氏
・荻
野
氏

俣
野
氏

・曽
我
氏

河
村
氏

・山
内
首
藤
氏

渋
谷
氏

・波
多
野
氏

糟
屋
氏

・長
尾
氏

秩
父
平
唇

(平
重
国
?
)

金
子
氏

村
山
氏

熊
谷
氏

斎
藤
氏

大
河
戸
氏
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院政期における伊勢平氏庶流(補 遺)

あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
白
河
院
の
意
を
て
い
し
た
知
行
国
主
藤
原
頼
輔
の
工
作
に
よ

っ
て
平
家
に
敵
対
し
た
緒
方
維
能
と
の
折

衝

に
失
敗
し
、
そ
れ
を
契
機
に

一
門
か
ら
離
脱
す
る
に
至

っ
た
こ
と
は
、
平
家

一
門
に
お
け
る
小
松
家
と
後
白
河
院

と
の
独
自
な
関
係

と
い
う
背
景
も
含
め
て
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
象
徴
し
て
い
よ
う

(上
横
手
雅
敬

「小
松
殿
の
公
達
に
つ
い
て
」
参
照
)。

　
ち
な
み
に
、
紀
伊
湯
浅
氏
も
小
松
家
の
家
人
で
あ
り
、
『百
二
十
句
本
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
宗
重
は

「侍
の
別
当
」
を
つ
と
め

て
お
り
、
ま
た

『高
山
寺
明
恵
上
人
行
状
』
に
よ
れ
ば
、
か
れ
の
四
女
の
夫
の
平
重
国
は
重
盛
の
家
人
で
、
治
承
四
年

(
=

八
〇
)

上
総
国
で
討
死
を
と
げ
た
と
い
う

(西
村
隆

「平
氏
家
人
表
」
参
照
)。
か
つ
て
私
は
、
こ
の
重
国
を
上
総
介
藤
原

(伊
藤
)
忠
清

の
目
代

と
推
定
し
た
が

(拙
著

『中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
』)
、
忠
清
が
維
盛
乳
母
夫
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
上
総
は
維
盛

の
知
行
国
で
、
重

国

は
そ
の
目
代
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
三
で
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
検
討
し
た
盛
国
は
、
鹿
ヶ
谷
事
件
の
時
に
、
清
盛
が
後

白
河
院
攻
撃
を
行
お
う
と
し
た
の
に
た
い
し
て
重
盛
が
自
分
の
家
人
を
招
集
し
た
さ
い
、
侍
の
着
到
を
つ
け
た
こ
と
が

『延
慶
本
平
家

物
語
』
第

一
末
十
九

「重
盛
軍
兵
被
集
事
付
周
幽
王
事
」
に
見
え
、
平
家
が
重
盛
を
頂
点
と
し
た
家
人
の
統
制
機
構
を
築
き
上
げ
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る

(西
村
隆

「平
氏
家
人
表
」

一
八
四
ペ
ー
ジ
参
照
)。

　
軍
事
権
門
と
し
て
の
平
家
を
考
え
る
場
合
、
そ
も
そ
も
自
立
的
で
都
落
ち
に
も
加
わ
ら
な
か

っ
た
池
家
や
、
こ
の
小
松
家
に
た
い
す

る
、
文
学
作
品
と
し
て
の

『平
家
物
語
』
か
ら
離
れ
た
形
で
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
高
橋
昌
明
氏

の

a
論
文
は
、
歴

史
学
の
立
場
か
ら
、
池
家

・
小
松
家
の
み
な
ら
ず
、
平
家

一
門
各
家
と
有
力
家
人
と
の
結
び
つ
き
や
、
そ
の
合
戦
時

に
お
け
る
対
応
状

況

に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
画
期
的
な
労
作
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
元
暦
元
年

(
=

八
四
)
の
伊
勢

・
伊
賀
平
氏
の
蜂
起
が
小
松
家
の

家
人
を
中
心
に
し
た
も
の
で
、
か
れ
ら
が
義
経
軍
の
上
洛
に
さ
い
し
て
、
そ
れ
を
援
助
す
る
行
動
を
と

っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
川
合
康
氏
の
研
究
は
、
「平
家
物
語
史
観
」
の
克
服
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
え
る

(川
合
氏
の
こ
の
研
究
成
果
は
す

で
に
い
く
つ
か
の
研
究
会
で
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
四
年
に
校
倉
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
る
氏
の
論
文
集

『鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
〈仮
題
〉
に
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新
稿
と
し
て
収
録
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
)。
こ
れ
ら
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
を
ふ
ま
え
て
、
東
国

・
鎮
西
な
ど
の
遠
隔
地
に
お
け
る
平
家
家
人

に

つ
い
て
、
在
地
社
会
の
状
況
を
把
握
し
た
う
え
で
、
同
様
の
追
究
を
加
え
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
伊
勢
平
氏
庶
流
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
平
家
と
は
別
系
な
が
ら
鎌
倉
初
期
に
公
卿
に
列
す
る
に
到
る
系
統
の
存
在
な
ど

興
味
深
い
問
題
も
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
近
、
先
に
あ
げ
た

「妙
本
寺
本
平
家
系
図
」
を
は
じ
め
、
東
大
史
料
編
纂
所
所

蔵

『古
系
図
集
』
所
収

「平
氏
系
図
」
な
ど
、
史
料
価
値
の
高
い
平
氏
関
係
系
図
が
新
た
に
紹
介
さ
れ
つ
つ
あ
る
が

(佐
々
木
紀

一
「桓

武
平
氏
正
盛
流
系
図
補
輯
之
落
穗
」
『米
沢
国
語
国
文
』
第
二
五
号
、

一
九
九
六
年
・
山
口
隼
正

「入
来
院
家
所
蔵
平
氏
系
図
に
つ
い
て

(上
)
・

(下
)」

長
崎
大
学
教
育
学
部

『社
会
科
学
論
集
』
第
六
〇
・
六
一
号
、
二
〇
〇
二
年
)
、
こ
う
し
た
史
料
の
博
捜
に
つ
と
め
、
系
譜
関
係

、
存
在
形
態
に

関
す

る
事
実
の
解
明
を
は
か

っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

な
お
、
末
筆
な
が
ら
、
前
稿
に
お
け
る
誤
り
や
遺
漏
に
つ
い
て
御
教
示
を
下
さ

っ
た
米
谷
豊
之
祐
氏

・
元
木
泰
雄
氏
、
ま
た
、
成
稿

の
過
程
で
最
近
の
研
究
成
果
の
整
理
に
つ
い
て
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
川
合
康
氏

・
伊
藤
瑠
美
氏
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

る
。
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